
特 記 仕 様 書 

 

工事名称：北大東製糖工場更新工事（第１期）【圧搾ボイラー棟】 

工事場所：北大東村字中野地内 

工事期間：契約日の翌日～令和 11 年 3 月 30 日 

 

第 1 条 (工事の目的) 

本工事は、北大東製糖工場の更新工事で地上 2 階建ての鉄骨構造の建設を行うもの 

である。 

 

第 2 条 (適用のある法令、制度など) 

① 議会承認後、本契約とする。 

② 赤土流出防止対策工の事前協議及び事業行為届の手続きを行うこと。 

③ その他届け出についても手続きを行うこと。 

 

第３条 (建築の工事監理) 

沖縄県土木建築部(最新版)の「建設工事監理業務の手引き」を参照のこと。 

① 表１ 監督員・工事監理者の関わり 

② 図 2 工事関係者の相関図を理解の上、工事に臨むこと。 

 

第４条 (離島経費の取り扱い) 

○ 地域外からの労務者確保に要する費用に対する積算方法等の適用 

①  本工事は、地域外からの労働者確保に要する費用について、労働者確保の実態 

を反映して契約変更のための積算方法等を適用する工事である。 

尚、以下の地域外からの労働者を確保するために要する費用を変更対象とする。 

・変更対象項目 ： 宿舎費(宿泊費、労働者送迎費) 

労務管理費(渡航費) 

②  受注者は、契約締結後に地域外からの労働者の確保に係る経費が必要になった

場合において、地域内からの労働者が確保できないとする関係団体等からの証明書

(監督員が指示する場合)を事前に監督員に提出し、当該工種の現場が着手するまで

に監督員との協議を終了していなければならない。 

③  変更対象項目について労働者確保の実態を反映して契約変更する場合は、「変更

対象項目に対する実施報告書」及び、金額がわかる数量及び単価の根拠が記載さ

れた資料(以下、「根拠資料」という)を監督員に提出し、妥当性が確認された費用に

ついて契約変更の対象とする。 



ただし、協議に際しては、重複計上がないよう留意すること。 

なお、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、契約変更の対象

としない。 

 

④  受注者は、「契約対象項目に対する実績報告書」及び「根拠資料」を監督員が指定

する期日までに提出しなければならない。 

 

⑤  疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。 

 

第 5 条 （債務負担行為に係る契約の特則） 

① 本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受ける工事である。 

② 各会計年度における請負代金の支払い限度額（以下「支払限度額」という。）は 

次の割合のとおりとする。 

      令和８年度   工事請負額の 36％ 

      令和９年度   工事請負額の 40％ 

      令和１０年度  工事請負額の 24％ 

③ 発注者は予算の都合上その他必要があるときは、支払限度額及び出来高予定額を 

変更することができる。 

 

第 6 条 （債務負担行為に係る契約の前金払の特則） 

  本契約においては、各年会計年度の出来高予定額の 40％以内を支払うものとする。 

 

 

以上 

 

 

 


